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住
民
本
位
の
行
政
め
ざ
し

効
率
的
な
機
構
に
改
革

宇
治
市
で
は
、
九
月
定
例
市
議
会
に
組
織
条
例
の
一
部
改
正
案
を
提
出
し
て
い
ま
し

た
か
、
九
月
三
十
日
の
木
会
議
で
可
決
さ
れ
、
近
く
機
構
改
ボ
を
実
施
に
移
す
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
今
回
の
機
構
改
革
は
、
財
政
対
策
を
基
木
と
し
、
部
・
課
・
係
の
再
編

や
統
合
を
す
す
め
、
一
部
機
構
を
縮
小
す
る
一
方
、
環
境
行
政
や
福
祉
行
政
の
一
元
化

を
は
か
っ
て
。
よ
り
効
率
的
な
行
政
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。
ヽ

財
政
対
策
と
し
て
取
組
む

宇
治
市
は
、
人
口
急
増
と
イ
ン
フ
レ

に
よ
っ
て
未
曽
有
の
財
政
危
機
に
み
ま

わ
れ
、
昨
年
か
ら
行
財
政
全
股
の
洗
い

直
し
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
今
回
の
機

構
改
革
も
、
財
政
対
策
の
一
つ
と
し
て

取
り
組
ん
だ
も
の
で
す
。

な
課
題
と
し
て
取
り
組
む
た
め
、
椙

構
は
縮
少
の
方
向
を
と
る

の
三
点
を
Ｍ
本
方
針
と
し
て
お
り
、
さ

高
の
機
樹
祭
の
栞
方
む
に
、
］
ら
に
晨
的
に
に
、

①
公
正
罠
主
的
な
、
住
民
本
位
の
行
一
①
市
民
の
利
便
や
事
認
理
上
竪
じ

政
を
進
め
て
い
く
て
＆
題
の
少
な
い
も
の
ヽ
あ
る
い

②
行
政
を
よ
り
効
率
的
、
民
主
的
に
進
は
、
同
一
知
諏
・
技
術
が
必
要
な
事

め
る
た
め
組
繊
を
一
体
化
さ
せ
る
」
務
、
同
一
処
理
方
式
、
同
一
行
政
目

③
財
政
危
機
＊
i
S
ｓ
>
切
る
た
め
の
ｍ
芭
的
を
も
つ
事
蓼
二
元
化
窓
合
化

九
月
定
例
会
か
ら

宇
治
市
議
会
九
月
定
例
会
が
、
九

月
二
十
日
か
ら
、
十
三
日
間
の
会
期

で
開
か
れ
ま
し
た
。

今
期
定
例
会
に
は
、
財
政
危
檄
に

直
面
す
る
な
か
で
、
行
財
政
の
効
率

的
な
運
用
を
は
か
る
た
め
、
宇
治
市

の
全
面
的
な
機
構
改
革
案
が
上
程
さ

れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
議
会
関

係
で
は
、
委
員
会
の
所
管
す
る
事
項

の
改
正
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
引
き
統
ぐ
財
政
危
禍
打
開

に
む
け
て
、
一
股
経
常
経
費
を
極
力

抑
制
す
る
な
か
で
、
市
民
忠
洒
の
環

填
の
改
善
に
ど
う
し
て
Ｅ
Ｍ
娶
な
経

費
を
中
心
に
、
約
二
庶
五
千
万
円
の

一
般
会
計
禰
ｍ
￥
算
案
が
計
上
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
ほ
か
、
市
民
牛
居
に

ｍ
要
な
関
連
を
も
つ
十
五
議
案
が
提

゛
案
さ
れ
ま
し
た
。

一
股
質
問
は
、
二
十
四
日
が
恒
例

の
テ
レ
ビ
中
継
と
な
っ
た
ほ
か
、
二

十
七
日
、
二
十
八
日
の
三
日
間
が
あ

て
ら
れ
、
十
八
人
の
議
員
が
登
壇
し

て
豪
雨
等
に
よ
る
災
害
対
策
、
財
政

危
機
の
打
開
策
、
学
校
教
育
の
m

施
策
等
に
つ
い
て
活
発
な
質
問
が
く

り
広
げ
ら
れ
ま
し
た
。

議
案
は
、
三
十
日
と
十
月
一
日
の

両
日
、
慎
重
に
審
議
さ
れ
た
結
果
、

決
算
認
定
に
つ
い
て
の
ニ
踊
案
を
除

く
十
六
議
案
と
意
見
書
案
三
件
お
よ

ぴ
決
議
案
一
件
が
そ
れ
ぞ
れ
可
決
、

承
認
お
よ
ぴ
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
十
月
一
日
に
は
、
五
十
一

年
度
一
般
会
叶
等
を
審
査
す
る
た
め

決
算
特
別
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
委

員
に
十
四
人
が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
委
員
会
で
は
十
二
月
定
例
会
で

の
報
告
に
む
け
て
五
十
年
度
の
行
財

政
全
般
に
つ
い
て
熱
心
な
質
疑
が
展

開
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
決
算
特
別
委

員
会
の
委
員
長
に
は
川
口
祐
一
議
員

が
、
副
委
員
長
に
は
村
田
省
蔵
議
員

が
そ
れ
ぞ
れ
選
出
さ
れ
ま
し
た
。

＜
可
決
さ
れ
た
議
案
＞

○
一
般
会
叶
禰
ｌ
ｉ
Ｍ
｡
ｔ
ｔ
=
浸
水
常
習

地
帯
の
排
水
路
改
良
費
・
三
小
学

校
の
プ
ー
ル
取
得
賢
等

ｏ
ｎ
菜
共
済
事
業
・
宅
地
取
得
一
口
金

賃
付
事
菜
各
特
別
会
計
ｓ
;
■
i
J
>
＾
ｔ
ｔ

○
市
職
員
退
職
年
金
・
退
職
一
時
金

ルト

債
一

メロキ

面

力
性
、
効
率
性
を
た
か
め
る

③
縮
少
の
方
向
で
は
あ
っ
て
も
、
市
民

の
い
の
ち
と
く
ら
し
を
守
る
と
い
う

最
雷
一
点
施
策
に
つ
い
て
は
、
必
要
な

機
構
は
新
設
す
る

と
い
う
考
え
で
編
成
し
て
い
ま
す
。

一一

こ
の
た
め
、
市
長
部
局
の
組
織
は
、
一

現
在
の
五
郎
一
所
二
十
六
課
四
室
一
皿

八
十
六
係
か
ら
五
部
一
所
二
十
五
課
三

室
七
十
五
係
に
な
り
、
課
に
相
当
す
る

Ｉ

も
の
が
三
、
係
が
十
一
減
っ
て
い
ま

ぷ
る
一

爾
や
係
の
わ
く
雲
げ
、
習
の
協
こ
の
よ
う
に
、
一
部
機
栂
を
縮
小
し

二
応
援
体
制
畠
立
し
、
行
政
の
弾
一
ま
す
が
、
機
構
全
体
の
霧
、
事
業
量

死
亡
一
時
金
及
ぴ
遺
m
m
例

の
一
部
改
正
1
1
恩
給
法
等
の
法
律

改
正
に
伴
う
改
正

○
昭
和
三
十
五
年
三
月
三
十
一
日
以

前
及
ぴ
昭
和
三
十
五
年
四
月
一
日

．
以
後
に
給
与
事
由
の
生
じ
た
退
職

年
金
等
の
年
額
改
定
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正
1
1
前
項
と
同
じ

○
市
非
常
勤
消
防
団
員
に
係
る
退
職

報
債
金
の
支
給
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正
０
処
溥
改
善
の
一
環
と

し
て
退
職
報
償
金
の
支
給
額
の
引

き
上
げ

○
市
消
防
職
・
団
員
償
じ
ゅ
つ
金
文

給
条
例
の
一
部
改
正
‐
公
ｍ
中
の

事
務
事
業

を
一
元
化

作ｔｔｙ

死
亡
等
に
支
給
さ
れ
る
演
じ
ゅ
つ

金
の
支
給
額
の
引
き
上
げ

○
消
防
団
員
等
公
務
災
害
禰
償
条
例

の
一
部
改
正
‐
損
害
補
償
の
充
実

を
は
か
る
た
め
、
補
償
基
礎
額
の

引
き
上
げ

○
水
稲
無
事
も
ど
し
金
の
交
付
―
交

付
金
総
額
約
六
十
五
万
円

〇
組
織
粂
例
の
一
部
改
正

○
市
職
員
の
定
数
条
例
の
一
部
改
正

―
機
構
改
革
に
伴
う
も
の

ｏ
市
m
線
の
認
定
＝
十
三
路
線

○
隣
保
館
の
設
ａ
お
よ
ぴ
管
理
に
関

す
る
条
例
制
定
=
m
m
.
保
館
の

新
殴
に
伴
う
ら
の

｀】

宇
治
市
が
艇
生
し
て
二
十
五
年
。

こ
れ
を
記
念
し
て
、
『
み
ど
り
ゆ
た

か
な
都
市
』
づ
く
り
へ
市
民
の
み
な

さ
ん
に
も
参
加
し
て
い
た
だ
こ
う
と

市
内
の
九
団
体
が
中
心
と
な
っ
て
十

一
月
二
十
一
日
（
日
）
に
市
民
植
樹

祭
を
行
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
市
民
の
み
な
さ
ん
に
緑

化
募
金
を
お
願
い
し
、
大
吉
山
や
宇

治
川
周
辺
の
道
路
や
公
園
、
そ
の
ほ

か
各
家
庭
、
工
場
内
に
市
民
の
手
で

桜
や
も
み
じ
約
五
百
本
の
植
樹
を
進

め
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

み
ど
り
は
美
し
い
町
並
み
を
形
成
す

の
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
、
全
職
員
の
創
意

工
夫
と
努
力
に
よ
っ
て
、
行
政
水
準
を

低
下
さ
せ
な
い
よ
う
に
、
行
政
を
進
め

て
い
く
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
生
活
環
境
に
関
連
し
た
事
業

を
推
進
し
て
い
く
た
め
に
、
新
た
に
生

活
環
漂
を
謬
る
と
と
も
に
ヽ
゜
れ

ま
で
、
民
生
部
社
会
労
政
課
で
行
っ
て

い
た
福
祉
六
法
以
外
の
法
外
援
護
の
事

務
を
福
祉
事
務
所
に
移
す
な
ど
、
事
務

事
業
を
一
元
化
し
た
の
も
、
今
回
の
大

き
な
物
泌
一
と
い
え
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
部
で
、
変
更
に
な
る
主

な
点
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

〔
企
画
管
理
部
〕
来
庁
者
の
多

い
庶
務
課
の
名
称
を
秘
書
課
と
改
め
、

市
民
の
方
が
来
ら
れ
て
も
す
ぐ
わ
か
る

○
委
員
会
条
例
の
一
部
改
正

＜
承
認
・
同
意さ

れ
た
議
案
Ｖ

ｏ
自
治
功
労
者
の
推
せ
ん
承
認
北

村
田
嗣
さ
ん

○
農
業
共
済
事
業
運
営
協
議
会
委
員

の
選
任
同
意
＝
現
委
員
の
任
期
満

了
に
伴
う
も
の

○
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
同
意
＝

委
員
の
任
期
満
了
に
伴
う
も
の
で

森
龍
吉
さ
ん
と
宮
城
宏
さ
ん
が
再

任
＜
可
決
さ
れ
た意

見
書
・
決
議
Ｖ

ｏ
京
奈
バ
イ
パ
ス
の
延
長
を
求
め
る

意
見
書

○
学
校
給
食
の
制
ａ
改
普
を
ま
め
る

意
見
書

○
國
鉄
運
賃
、
５
逗
話
料
金
の
大

幅
値
上
げ
に
反
対
す
る
意
見
書

○
国
飲
、
電
々
の
給
与
に
関
す
る
仲

裁
裁
定
の
即
時
実
施
を
求
め
る
決

礒

よて育

で
を

力
り

の
ど

な
み

んみ

●
１
１
●
１
１
ゆ

る
だ
け
で
な
く
、
精
神
的
な
安
ら
ぎ

を
も
た
ら
し
て
く
れ
ま
す
。

こ
の
行
事
に
、
町
内
会
や
団
体
、

企
菜
、
市
民
の
み
な
さ
ん
の
ご
理
解

と
ご
賛
同
を
お
願
い
し
ま
す
。

協
賛
金
は
一
口
三
千
円
で
、
宇
治

商
工
会
議
所
や
観
光
協
会
な
ど
の
団

体
で
受
け
付
け
る
ほ
か
、
市
役
所
窓

口
案
内
で
な
十
一
月
上
旬
ま
で
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

な
お
、
当
日
は
植
樹
祭
の
関
係
行

事
と
し
て
、
植
木
市
や
み
ど
り
の
相

談
所
の
設
置
、
花
の
苗
無
料
配
布
な

ど
を
行
う
予
定
を
し
て
い
ま
す
。

化
か
図
る
と
と
も
に
、
登
記
係
を
関
連

す
る
事
務
を
も
つ
用
地
課
と
統
合
し
ま

し
た
。
こ
の
ほ
か
、
財
政
課
用
度
係
を

会
計
課
に
移
し
、
物
品
間
入
と
入
札
契

約
事
務
の
適
正
化
を
更
に
強
め
ま
す
。

〔
市
民
部
〕
現
在
の
市
民
経
済
部

を
廃
止
し
て
、
新
た
に
設
け
た
も
の
で

現
在
の
市
民
課
、
保
険
堕
露
、
同
和

対
策
室
と
、
新
し
く
消
賢
者
行
政
・
労

行
、
公
害
対
策
な
ど
を
担
当
す
る
環
境

保
全
課
を
殷
け
て
編
成
さ
れ
ま
す
。

〔
建
設
部
〕
宇
治
川
改
修
対
策
室

を
廃
止
し
て
、
管
理
課
の
所
掌
事
務
と

す
る
ほ
か
、
都
市
整
備
課
、
失
業
対
策

事
業
課
で
そ
れ
ぞ
れ
係
の
統
合
を
し
て

い
ま
す
。

〔
福
祉
事
務
所
〕
「
市
民
の
い

の
ち
と
く
ら
し
を
守
る
行
政
」
の
第
二

線
と
し
て
、
二
課
七
係
か
ら
三
課
九
発

に
拡
充
。
社
会
的
弱
者
を
守
る
施

強
化
し
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
保

課
に
昇
格
す
る
ほ
か
現
在
の
民

ｍ
ｍ
ｍ
一

会
労
政
課
が
担
当
し
て
い
る
国
の
「
福
一

一
光
課
と
農
林
茶
業
課
の
統
合
も
図
っ
こ
務
所
に
移
し
ｒ
ヽ
福
祉
行
政
の
一
元
化

い
ま
す
。
1
1
1
を
は
か
っ
て
い
ま
す
。

〔
生
活
環
境
部
〕
環
境
保
全
基
ま
た
、
議
会
事
晋
局
ａ
水
道
部
、
教

本
条
例
の
制
定
に
伴
っ
Ｘ
［
良
好
な
一
育
委
員
令
も
ヽ
係
の
統
合
を
行
ぞ

］
環
境
の
保
全
お
よ
び
確
保
の
た
め
の
総

1
1
1
1

1
い
ま
す
Ｉ

政
・
交
通
安
全
・
市
民
会
館
を
担
当
す
祉
六
法
」
に
載
っ
て
い
な
い
福
祉
施
策

６
蓋
労
政
課
を
設
２
ほ
商
工
観
一
す
ａ
わ
ち
法
外
援
護
の
ｓ
曹
廻
事

光
課
と
農
林
茶
業
課
の
統
合
も
図
っ
て
ｆ
所
に
移
し
て
、
福
祉
行
政
の
一
元
化

を
進
め
て
い
く
た
め
に

一

新
し
い
機
構
図
、
係
の
事
務
分
掌
に

つ
く
ら
れ
た
も
の
で
、
現
在
の
民
生
部
つ
い
て
は
さ
ら
に
く
わ
し
く
市
政
だ
よ

作
課
に
、
新
た
に
環
り
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

・
草
刈
り
条
例
の
施
一

ツ
子
集
ま
れ
゛

1
7
日
に
消
防
広
場

一
十
月
一
日
か
ら
三
十
日
ま
で
は
、
子
。
当
日
は
、
ふ
だ
ん
触
れ
る
こ
と
の
で
】

・
ど
も
の
火
遊
び
防
止
月
間
で
す
。
き
な
い
消
防
ポ
ン
プ
軍
や
は
し
ご
車
、
一

宇
治
市
消
防
本
部
で
は
、
こ
の
運
動
救
急
車
に
自
由
に
東
っ
て
い
た
だ
い
た

‘
を
進
め
る
と
と
も
に
西
小
倉
地
区
防
火
ｓ
>
、
消
防
レ
ン
ジ
ャ
ー
訓
練
、
化
学
消

一
推
進
貴
会
の
登
を
髪
尽
、
消

一
防
チ
ピ
″
コ
広
場
を
開
き
ま
す
。

一
▽
と
き
・
：
十
月
十
七
日
（
日
）
、
午

1
1
1
1
前
十
？
十
二
時
。
雨
天
の
場
合

は
十
月
三
十
一
日
（
日
）

▽
と
こ
ろ
・
・
・
北
小
倉
小
学
校

防
車
に
よ
る
化
学
消
火
、
一
斉
放
水
な

ど
を
行
い
ま
す
。

ま
た
、
そ
の
ほ
か
、
軽
音
楽
演
奏
や

火
災
現
場
の
写
耳
、
防
火
パ
ネ
ル
の
展

示
な
ど
も
あ
り
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に

お
越
し
く
だ
さ
い
。
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０(
Ｎ
l

４

茶
ど
こ
う
宇
治
の
伝
統
行
事
「
宇
治
茶
ま
つ
り
」
が
十
月
三
日
、
搭
の
島

公
園
を
中
心
に
く
り
広
げ
ら
れ
ま
し
た
。

″
藷

一
一
一
一
一
一
匹
一
一
一
一
・
″
。
－

一
｝
一
一
聯
一
｝
一
一
一
」
］
］
｛
難
｝
田
｛

し
た
。
ま
た
、
午
後
一
時
か
ら
は
、
宇
治
橋
ふ
履
、
宇
治
十
帖
な
ど
を
テ
ー

マ
と
し
た
三
百
人
の
時
代
行
列
も
行
わ
れ
、
お
よ
そ
四
万
人
の
観
客
は
、
秋

晴
れ
の
一
日
を
楽
し
く
す
ご
し
ま
し
た
。

列行代時の人0 0Q
リ

りつま茶治宇たれわ行に大盛

老
人
の
か
か
え
る
問
題
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
生
活
保
障
と
健
康
の
問
題

を
と
り
あ
げ
て
き
ま
し
た
が
、
今
回

は
老
人
を
と
り
ま
く
家
庭
環
境
や
老

人
ホ
ー
ム
、
老
人
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て

老
人
実
態
調
査
を
･
ｗ
H
J
に
考
え
て
み

ま
し
ょ
う
。

◇
◇

ま
ず
、
老
人
と
同
居
し
て
い
る
家

族
の
状
況
を
み
ま
す
と
、
老
人
と
子

供
夫
婦
に
孫
の
三
世
代
が
一
緒
に
住

む
と
い
う
形
態
が
最
も
多
く
八
一
％

を
占
め
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
当

然
、
生
活
様
式
や
考
え
方
の
ち
が
い

が
生
ま
れ
、
「
世
代
の
断
絶
」
と
い

う
間
題
も
起
っ
て
き
ま
す
。

し
か
し
、
一
方
で
は
、
都
市
化
に

と
も
な
っ
て
核
家
族
化
が
進
行
し
、

老
人
夫
婦
の
み
の
世
帯
や
ひ
と
り
暮

ら
し
の
老
人
が
増
え
て
い
ま
す
。
宇

治
市
内
で
も
、
老
人
夫
婦
の
み
が
二

○
七
世
帯
、
ひ
と
り
暮
ら
し
が
一
六

八
人
と
ま
す
ま
す
増
え
る
傾
向
に
あ

り
、
こ
れ
ら
の
世
帯
に
ど
う
対
処
し

て
い
く
か
は
今
後
の
大
き
な
課
題
と

い
え
ま
す
。

－
老
人
ホ
ー
ム

さ
て
、
扶
養
義
務
者
が
あ
っ
て
も

経
済
的
、
心
身
的
、
環
境
的
に
自
宅

で
養
護
を
受
け
ら
れ
な
い
老
人
は
、

老
人
ホ
ー
ム
に
入
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
で
は
、
こ
の
老
人
ホ
ー
ム
に
つ

い
て
老
人
は
ど
う
考
え
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。
調
査
で
「
老
人
ホ
ー
ム

を
利
用
し
た
い
か
」
と
い
う
質
問
に

対
し
て
「
面
倒
を
み
て
く
れ
る
人
が

い
る
の
で
利
川
し
な
い
」
が
六
四
％

あ
り
ま
す
が
、
「
利
川
し
た
い
」
が

一
六
％
（
一
〇
二
人
）
あ
り
・
ま
す
。

こ
の
ほ
か
「
わ
か
ら
な
い
」
の
九
％

（
六
一
人
）
無
回
答
一
％
（
九
人
）

は
、
将
来
、
家
族
に
頼
れ
る
確
信
が

な
い
と
い
う
た
め
ら
い
の
あ
ら
わ
れ

戦
没
者
の
遺
族
に

国
債
が
支
給

今
回
は
、
援
護
法
の
改
正
の
な
か
か

ら
戦
没
者
遺
族
関
係
に
つ
い
て
お
知
ら

せ
し
ま
し
ょ
う
。

回
戦
没
者
の
妻
に
六
十
方
円
の
国
債

▽
支
給
条
件
・
・
幽
和
四
十
一
年
発
行
の

国
債
（
記
号
＝
ろ
号
、
額
面
二
十
万

円
）
を
受
給
し
て
お
り
、
昭
和
五
十

」
年
十
月
一
日
現
在
で
遺
族
年
金
、

ま
た
は
公
務
扶
助
料
な
ど
を
受
給
し

て
い
る
戦
没
者
の
妻
に
支
給
さ
れ
ま

。
す
。
’

回
戦
没
者
の
父
母
に
三
十
万
円
の
国
債

▽
支
給
条
件
・
・
・
昭
和
四
十
六
年
発
行
の

。
国
債
（
記
号
＝
に
号
、
額
面
十
万
円

）
を
受
給
し
て
お
り
、
戦
没
者
の
戦

没
当
時
か
ら
他
に
血
縁
家
族
が
な
く

昭
和
五
十
一
年
十
月
一
日
現
在
で
遺

族
年
金
、
ま
た
は
公
務
扶
助
料
な
ど

を
受
給
し
て
い
る
戦
没
者
の
父
ｍ
に

支
給
さ
れ
ま
す
。

■
二
十
万
円
特
別
弔
慰
金
の
國
債
買
い

上
げ
に
つ
い
て

▽
昨
年
十
月
、
戦
没
者
の
遺
族
（
主
に

兄
弟
姉
妹
が
対
象
）
に
出
さ
れ
ま
し

た
二
十
万
円
特
別
弔
慰
金
の
国
債
を

買
い
上
げ
ま
す
。
買
い
上
げ
価
格
は

十
三
万
六
千
百
円
で
、
現
在
、
残
っ

て
い
る
賦
札
九
枚
全
部
を
買
い
上
げ

ど
新
し
い
形
の
老
人
ホ
ー
ム
づ
く
り

に
は
げ
ん
で
い
ま
す
。

し
か
し
、
実
態
調
査
だ
け
で
も
一

七
〇
人
ほ
ど
が
老
人
ホ
ー
ム
に
入
所

す
る
可
能
性
を
も
っ
て
お
り
、
こ
の

こ
と
か
ら
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
拡
充

や
寝
た
き
り
老
人
の
た
め
の
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
の
建
設
は
近
い
将
来

ま
す
。
締
め
切
り
は
昭
和
五
十
二
年

六
月
十
四
日
ま
で
で
す
。

▽
条
件

・
｛
后
保
護
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る

保
護
を
受
け
て
い
る
人

・
著
し
く
‘
｝
居
に
困
窮
し
て
い
る
人
で

保
護
を
嬰
す
る
状
態
に
陥
る
恐
れ
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
人

以
上
、

に
限
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
の
請
求
に
つ
い
て
、
く
わ
し

私
た
ら
が
日
ご
ろ
吸
っ
て
い
る
た
れ
た
た
ぱ
こ
は
約
二
麿
四
千
七
百
万

ば
こ
が
、
漓
の
学
校
や
福
祉
要
否
、
約
一
億
九
千
八
百
万
円
の
だ

な
ど
に
役
立
っ
て
い
る
の
を
あ
な
た
ぱ
こ
消
費
税
が
納
入
さ
れ
ま
し
た
。

は
ご
存
知
で

す
か
。

た
ば
こ
を

宇
治
市
内
で

買
う
と
、
そ

の
本
数
に
応

た
ば
こ
を
買
う
な
ら

じ
て
、
日
本
専
売
公
社
か
ら
宇
治
市

へ
「
た
ば
こ
消
費
税
」
が
納
付
さ
れ

ま
す
。
五
十
年
度
中
に
市
内
で
買
わ

く
は
社
会
労
政
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

（
社
会
労
政
課
）

行
政
相
談
を
開
設

1
0
月
１
日
市
職
員
会
館

毎
年
、
十
月
十
二
日
か
ら
十
八
日
ま

で
は
行
政
相
談
週
間
。
市
民
の
み
な
さ

ん
で
、
国
や
府
・
市
・
公
社
・
公
団
な

ど
の
仕
事
で
、
納
得
の
い
か
な
い
こ
と

や
、
不
平
不
満
の
あ
る
方
は
い
ま
せ
ん

か
。こ

の
週
間
の
一
環
と
し
て
、
十
月
二

十
一
日
（
木
）
午
前
十
時
か
ら
午
後
四

時
ま
で
、
宇
治
市
職
員
会
館
（
市
役
所

厦
品
）
で
『
行
政
相
談
』
を
開
き
ま

す
。上

の
老
人
を
対
象
と
し
た
老
人
ク
ラ

ブ
が
各
地
域
ご
と
に
四
三
つ
く
ら
れ

交
流
や
レ
ク
ジ
Ｈ
-
｡
'
i
v
Ｂ
.
Ｎ
活
動
な

ど
を
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
調
査
に
よ
る
と
こ
の
ク

ラ
ブ
を
知
ら
な
い
と
答
え
た
人
が
二

三
％
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
現
在
の

会
員
数
は
三
、
五
〇
〇
人
で
加
入
率

老
人
ク
ラ
ブ
の

活
動
強
化

恩
給
・
年
金
・
保
険
・
登
記
・
福
祉

・
環
境
衛
生
・
農
地
・
郵
便
・
交
通
・

道
路
・
河
川
・
公
害
・
教
育
・
国
鉄
・

電
々
・
専
売
・
公
団
・
公
庫
な
ど
役
所

の
仕
事
に
関
し
て
、
困
り
ご
と
が
あ
れ

ば
お
気
軽
に
お
趣
し
く
だ
さ
い
。
行
政

相
談
委
員
や
京
都
行
政
監
察
局
の
監
祭

官
が
、
秘
凶
畝
守
で
説
切
に
相
談
に
の

り
、
あ
っ
せ
ん
や
解
決
を
行
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
日
に
限
ら
ず
、
毎
月
一

一
日
号
市
政
だ
よ
り
の
四
．
ペ
ー
ジ
で
お
知

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

現
在
、
菟
滋
岡
谷
に
は
宇
治
養
護

老
人
ホ
ー
ム
が
あ
り
、
五
四
人
の
老

人
が
生
活
を
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で

は
、
老
人
自
身
が
自
治
会
や
ク
ラ
ブ

を
つ
く
り
、
地
双
の
人
だ
ち
と
も
積

極
的
な
つ
な
が
２
＊
求
め
て
い
く
な

を

大
き
な
課
題
に
な
る
と
い
え
ま
す
。
も
三
一
％
と
か
な
り
低
い
わ
け
で
す

が
、
加
入
し
て
い
な
い
理
由
は
「
外

―
老
人
ク
ラ
ブ
出
が
不
自
由
な
た
め
」
と
答
え
た
人

つ
ぎ
に
・
、
老
人
の
自
主
的
な
運
動
が
Ｉ
〇
％
あ
り
ま
す
。

の
中
心
的
な
団
体
と
も
い
え
る
老
人
そ
れ
で
は
、
ク
ラ
ブ
に
対
し
老
人

ク
ラ
ブ
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
は
何
を
望
ん
で
い
る
の
で
し
ょ
う

現
在
、
宇
治
市
内
に
は
六
十
歳
以
か
。
「
話
し
合
い
の
場
を
」
と
い
う

の
が
一
五
％
、
次
い
で
「
レ
ク
ジ
ェ

ー
ジ
’
ン
」
「
教
養
の
場
に
」
の
順

に
な
っ
て
い
ま
す
。
最
も
多
い
無
回

答
の
五
六
％
は
現
状
の
ま
ま
で
よ
い

と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も

ク
ラ
ブ
の
あ
り
方
に
対
す
る
無
言
の

批
判
で
し
ょ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
孤
独
に
お
ち
い
り
や
す
い
老
人

が
、
み
ん
な
で
仲
よ
く
楽
し
い
話
し

合
い
の
場
を
求
め
て
老
人
ク
ラ
ブ
に

加
入
し
、
豊
か
で
生
き
が
い
の
あ
る

老
後
を
過
す
た
め
の
教
養
の
場
、
研

修
の
場
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
が

望
ま
し
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、

老
人
ク
ラ
ブ
が
主
催
す
る
各
種
の
催

し
に
参
加
で
き
な
い
人
々
に
対
し
て

も
、
老
人
ク
ラ
ブ
が
自
発
的
に
訪
問

の
手
だ
て
を
も
つ
こ
と
も
大
切
な
こ

と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
お
わ
り
）

保
育
所
、
道
路
整
備
な
ど
の
事
業
に

使
わ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
’

市
外
に
勤
務
さ
れ
て
い
る
方
な
ど

は
市
外
で
買

わ
れ
る
こ
と

が
多
い
よ
う

で
す
が
、
宇

宇
治
市
内
で
Ｈ
ｎ

こ
れ
は
、
二
十
本
入
り
一
箱
当
り
約

十
六
円
八
十
銭
が
納
入
さ
れ
た
こ
と

に
な
り
ま
す
。
こ
の
税
金
は
学
校
や

ら
せ
し
て
い
る
行
政
相
談
日
や
相
談
委

員
の
自
宅
、
京
都
行
政
監
察
局
（
京
都

市
中
京
区
御
池
通
西
詞
院
酉
入
、
電
話

京
都
二
一
一
－
二
五
六
一
番
）
へ
も
ご

相
談
く
だ
さ
い
。
な
お
、
行
政
相
談
委

員
の
連
絡
先
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▽
松
本
登
・
・
・
電
話
⑩
八
三
八
五

▽
増
井
繁
Ｔ
・
電
話
０
四
二
三
一

▽
瀬
田
佐
江
子
・
・
・
電
話
０
四
七
九
三

■
三
室
戸
家
庭
教
育
学
級

十
月
十
三
日
（
水
）
午
後
一
時
半
か

ら
四
時
ま
で
三
室
戸
小
学
校
図
香
室

で
。
テ
ー
マ
は
「
子
ど
も
の
健
康
と

食
生
活
に
つ
い
て
」
。
講
師
は
医
学

博
士
藤
原
邦
達
さ
ん
。
恐
る
べ
き

食
品
汚
染
の
実
態
と
因
果
関
係
の
ス

ラ
イ
ト
が
あ
り
ま
す
。

1
1
1
1
1
1
1
を
１
－
１
Φ
Φ
－
Ｓ
ｌ
ｌ
Ｓ
Ｓ
－
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

■
槙
島
婦
人
学
級

十
月
二
十
二
日
（
金
）
午
後
七
時
か

ら
東
目
川
公
民
館
で
。
テ
・
・
Ｉ
マ
は
「

子
ど
も
の
し
つ
け
１
＝
子
ど
も
の
非

行
問
題
」
、
調
師
は
宇
治
久
世
保
護

司
会
副
会
長
向
井
正
存
さ
ん
。

■
ス
ポ
ー
ツ
ひ
ろ
ぱ

・
卓
球
・
・
・
十
月
十
七
日
（
日
）
午
後
七

時
半
～
九
時
半
。
伊
勢
田
小
学
校
で

・
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
・
・
十
月
二
十
日
（
水

一

一

る
た
め
、
ぜ
ひ
と
も
宇
治
市
内
の
小

売
店
で
お
買
い
求
め
を
お
願
い
し
ま

す
。

■
映
画
の
つ
ど
い

十
月
十
六
日
（
土
）
午
後
二
時
か
ら

市
民
会
館
で
。
映
画
は
「
山
城
風
土

記
」
の
う
ち
郡
部
編
の
１
と
２
．
上

映
時
間
は
そ
れ
ぞ
れ
四
十
五
分
。

（
公
民
館
）

老
人
ホ
ー
ム
の

栄
養
士
を
募
集

一
宇
治
明
星
園
（
宇
。
治
養
護
老
人
ホ
ー

ム
）
で
は
、
老
人
福
祉
に
熱
意
の
あ
る

栄
養
士
（
常
動
）
を
募
集
し
ま
す
。

ご
希
望
の
方
は
、
市
販
の
履
歴
書
に

記
入
の
う
え
、
写
真
を
は
っ
て
社
会
福

祉
法
人
宇
治
明
晨
事
務
局
（
菟
逗
岡

谷
十
六
の
三
、
電
話
０
六
九
二
二
番
）
一

へ
。
一

一

（
宇
治
明
星
園
）

地
域
に
役
立
っ

郵
便
貯
金

み
な
さ
ん
か
ら
お
預
り
し
た
郵
便
貯

金
は
、
地
域
社
会
の
発
展
と
福
祉
の
向

上
の
た
め
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て

い
ま
す
。

郵
便
貯
命
一
は
、
国
の
財
政
投
融
資
資

金
の
一
部
と
な
り
、
五
十
一
年
度
の
計

画
で
は
、
五
兆
一
千
億
円
が
住
宅
や
中

小
企
業
、
地
域
開
発
・
災
害
復
旧
、
下

水
這
等
の
環
境
整
備
、
学
校
等
の
文
教

施
設
な
ど
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ

）
午
後
七
時
～
九
時
。
宇
治
中
学
校
］
て
い
ま
す
。

で
。
一
こ
の
よ
う
に
、
社
会
資
本
や
福
祉
資

・
バ
レ
ー
ポ
ー
ル
・
＝
十
月
二
十
日
（
水
一
本
と
し
て
貢
献
し
て
い
る
郵
便
貯
金
に

）
午
後
七
時
～
九
時
。
西
小
倉
小
学
］
い
っ
そ
う
の
ご
理
解
と
ご
支
援
を
お
願

校
で
。
い
し
ま
す
。
（
宇
治
郵
便
局
）

・
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
・
・
・
十
月
二
十
一
日
（

崔
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